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山 北 町 観 光 協 会 会 則 

 

 （目 的） 

 第１条 本会は、観光事業の振興と健全な発達を図ることを目的とする。 

 （名称及び事務所の所在地） 

 第２条 本会は、山北町観光協会と称し、事務所を山北町山北１８４０－１５番地に

置く。 

 （事 業） 

 第３条 本会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）観光に関する情報及び資料の収集、調査研究。 

 （２）観光地の紹介、宣伝及び観光客の誘致。 

 （３）観光施設の設置及び管理運営に関する指導。 

 （４）観光に関する行事の実施。 

 （５）観光事業に関する講習会、講演会の開催。 

 （６）地場観光産業の開発指導及び宣伝紹介。 

 （７）観光関係団体の育成指導。 

 （８）収益事業の実施。 

 （９）その他本会の目的達成のために必要な事業。 

 （会員の資格及び加入） 

 第４条 本会の会員は、観光に関係ある個人及び団体と本会の趣旨に賛同するものを

もって組織する。 

 ２ 前項の規定により本会に加入しようとする者は、加入申込書を本会に提出し役員

会の承認を得なければならない。 

 （会員資格の喪失） 

 第５条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、資格を喪失する。 

   １ 本人から脱会届を本会に提出し役員会の承認を得たとき。 

   ２ 会員としてふさわしくない行為があり、総会の議決により除名されたとき。 

 （会 費） 

 第６条 会員は、毎事業年度の８月の納期までに会費を納入しなければならない。 

 ２ 会費は１口年額３０００円とする。 

 （１）正会員の口数は５口以上とする。 



 （２）特別会員の口数は５口以上とする。 

 （３）賛助会員の口数は２口以上とする。 

 ３ 正会員とは、主として観光業に関連する者。（旅館・民宿・キャンプ場・商店・

食堂等） 

 ４ 特別会員とは、各種組合・団体・観光関連企業等（交通・旅行会社）・学識経験

者・会長が特に認めた者。 

 ５ 賛助会員とは、上記以外の者で協会の主旨に賛同する者。 

 ６ 会費の払込み方法は、各種団体にあっては一括納入する。但し、個人会員にあっ 

ては直接協会に納入する。 

 （役 員） 

 第７条 本会に次の役員を置く。 

  ①会 長    １名 

  ②副会長    ２名 

  ③理 事   ２１名以内（会長、副会長を含む） 

  ④監 事    ２名 

２ 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。補欠により選任されたものは、前任者

の残任期間とする。 

 ３ 役員は辞任または任期満了においても後任者が就任するまでは、その職務をおこ

なわなければならない。 

 （役員の選任） 

 第８条 役員は別表１の選出母体割に選ばれた役員候補者の中から選出し、総会にお 

いて承認を得るものとする。 

   ただし、会長及び副会長にあっては会員の中から選出することができるものとす 

る。 

 ２ 役員は別に定める推薦委員会の選考により選出する。推薦委員会の細目について

は、役員会で定める。 

 （役員の職務） 

 第９条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 ３ 理事は、本会の運営に関する重要事項を審議し、その会務を掌理する。 

 ４ 監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。なお、役員



会で意見を述べることができる。 

 （顧 問） 

 第１０条 本会は山北町長（以下「町長」という。）を顧問として置くほか、必要に

応じ、他の者を顧問として置くことができる。 

 ２ 町長を除く顧問は、役員会決議を経て総会において承認を得るものとする。 

 ３ 顧問の任期は、町長にあって在任期間とし、他の者については新たに選出された

会長の残任期間とする。 

 （会 議） 

 第１１条 本会の会議は、総会、役員会とし会長が召集する。 

 ２ 総会の議長は、会員の中から選出し、役員会の議長は会長があたる。 

 ３ 総会は毎年５月に開催し、次の事項を決議する。臨時総会は、会長が必要と認め

たとき召集する。 

  （１）会則の変更に関すること。 

  （２）会費の金額及び払込み方法に関すること。 

  （３）役員の選任。 

  （４）事業計画、予算、決算の決定又は承認。 

  （５）会員の資格喪失に関すること。 

 ４ 役員会は、必要に応じ開催し次の事項を討議する。 

  （１）総会に提出すべき事項。 

  （２）総会の決議によって委任された事項。 

  （３）会員の加入及び脱会の諾否。 

  （４）本会の運営に必要な事項。 

  （５）その他会長が必要と認めた事項。 

 （議 事） 

 第１２条 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

 （総 会） 

 第１３条 総会は、会員の２分の１以上が出席しなければ議事を開いて、議決するこ

とができない。但し、総会においては会員が記名押印した書面（委任状）をもって

議決権を行使することができる。 

 （議事録） 



 第１４条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。 

 ２ 議事録には、議事の経過及び結果を記載し、議長及び出席した会員の２人以上が

署名しなければならない。 

 （専門部会） 

 第１５条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るために必要と認めるときは、役員

会の議決を経て専門部会を置くことができる。 

 （事務局） 

 第１６条 本会に事務局を置く。 

 ２ 事務局に次の職員を置く。 

  (1) 事務局長   １人 

  (2) 会  計   １人 

  (3) 書  記  若干名 

 ３ 事務局長は会長が任免し、会長の命により庶務を統轄する。 

 ４ 会計は本会会計事務を司る。 

 ５ 書記は事務局長の指揮を受け庶務を処理する。 

 （会 計） 

 第１７条 本会の運営は会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。 

 ２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

  

 

   附  則 

  この会則は、昭和５４年５月２２日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、昭和５６年５月１１日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成３年５月２３日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成７年６月６日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成１１年５月２４日から施行する。 

   附  則 



  この会則は、平成１２年５月３０日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成１４年５月１５日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成１９年５月２４日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成２１年５月２０日から施行する。 

   附  則 

  この会則は、平成２３年５月１８日から施行する。  

附  則 

  この会則は、平成２７年５月２８日から施行する。  

附  則 

  この会則は、平成２８年５月２４日から施行する。  

附  則 

  この会則は、平成３０年５月２３日から施行する。  

   附  則 

  この会則は、令和５年５月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表１（第８条関係） 

 山北町観光協会役員選出母体割について 

選 出 母 体 割  当 

山北町商工会 2 

中川温泉旅館組合 2 

丹沢湖観光連絡会 3 

山北三業組合 2 

三保地域振興会 1 

清水地区振興協議会 1 

共和地域振興会 1 

富士急湘南バス㈱ 1 

かながわ西湘農業協同組合 1 

(財)山北町環境整備公社 1 

山 北 地 区 1 

向 原 地 区 1 

岸  地 区 1 

山  北  町 1 

計 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山 北 町 観 光 協 会 表 彰 規 程 

 

 第１条 この規程は、山北町観光の振興に功労があったものを表彰し、健全な観光の

発展を促進することを目的とする。 

 第２条 この規程により、次の各号の１に該当する個人又は団体を表彰する。 

 （１）観光資源保護、観光環境保全及び観光地美化について功労があった者 

 （２）観光道徳の向上及び普及について功労があった者 

 （３）観光客の接遇の改善及び向上に功労があった者 

 （４）観光土産品の新規考案、改良及び普及について功労があった者 

 （５）観光行事等の企画及び運営について功労があった者 

 （６）観光に関する学術的調査、研究について功労があった者 

 （７）観光に関係のある多額の寄付行為のあった者 

 （８）その他観光に関して功労があったと認められるものに対しては、前項の規程に

かかわらず表彰することができる。 

 第３条 表彰は本会理事及び監事等から推せんを受けた者を、本会役員会の詮衝を経

て、会長がこれを決定し、毎年定期総会においてこれを行う。 

   但し、必要に応じ臨時に表彰することができる。 

 第４条 表彰の方法は、表彰状を用い記念品を添える。 

 

 

     附  則 

  この規程は、昭和５６年３月２８日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



推  せ  ん  書 

 

 （１）観光資源保護、観光環境保全及び観光地美化 

 （２）観光道徳の向上及び普及 

 （３）観光客の接遇の改善及び向上 

 （４）観光土産品の新規考案、改良及び普及 

 （５）観光行事等の企画及び運営 

 （６）観光に関する学術的調査研究 

 （７）観光に関係ある多額の寄付行為 

氏名（団体名） 生年月日 年齢 
住   所 

推 せ ん 理 由 
職   業 

    

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり推せんします。 

 

        年  月  日 

 

  山 北 町 観 光 協 会 長  殿 

 

 

                     住  所 

               推せん者 

                     氏  名            ㊞ 


